
 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 対 象 者 

・建設業法の規定に基づく建設業の許可を受けた建設事業者 

・県内に主たる営業所を有する建設事業者 

・令和６年度に特定技能外国人を新たに雇用する建設事業者 

補助対象経費 

《一般社団法人建設技能人材機構（ＪＡＣ）賛助会員年会費》 

補助対象者がＪＡＣの賛助会員となるにあたり支払う年会費 

《一般社団法人建設技能人材機構（ＪＡＣ）受入負担金》 

補助対象者が特定技能外国人を受入れるにあたりＪＡＣに支払う受入負担金 

《登録支援機関にかかる費用》 

補助対象者が特定技能外国人を雇用するにあたり登録支援機関に支援計画の実施を

委託する場合にかかる経費 

補 助 率 等 
補助率：補助対象経費の１/２ 

補助上限額：１５万円 

補助対象期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

事前申込書受付期間 

令和６年４月１日から令和７年２月２８日（必着） 

※補助金の申請を行うには事前申込書の提出が必要です。詳細は補助金交付要領等

をご覧ください。 

その他補助対象につ

いての注意事項 

① 令和６年度中に特定技能に移行する外国人について補助の対象となります。 

② 特定技能外国人は、一定の日本語能力を有する外国人を対象とします。 

具体的には、技能検定学科試験随時３級（３級）以上または日本語能力試験 N3

相当以上の合格が必要です。 

（詳細は要領または下記にお気軽にお問合せください。） 

問い合わせ先 

申込および申請 

提出先 

福井県土木部土木管理課 建設産業・人材支援室 

〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７－１ 

TEL：０７７６－２０－０４７０ 

詳しい資料（補助金交付要領）や申請様式等は以下の HP をご覧ください。 

URL：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/tokuteiginouikousien.html 

 

福井県では、建設分野の特定技能外国人の受入れにあたって、事業者が登録支援機関に支

払う経費や（一社）建設技能人材機構に支払う経費を補助します。 

補助金概要 


